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旧統一協会等による被害の防止・救済及び新たな法整備を求める意見書 

 

旧統一協会（旧世界基督教統一神霊協会、現世界平和統一家庭連合）は、その信者が、宗教団体で

あることや教義を隠して信者を勧誘し、多額の献金を強要したり、虚偽の説明や威迫的言動で印鑑や

つぼなどを高額で売りつけたりするなどの活動を行い、信者が逮捕され、団体に対し献金の返金など

を命じる判決がされるなどの事案を多数発生させている。消費者センターによる集計では、相談件数

が３万4,537件、被害額が1,237億円にのぼると報告されている。また、旧統一協会関係者が刑事事件

でも処罰され、信者らのマインドコントロールによる支配は人生を壊すことにもつながり、社会問題

となっている。旧統一協会による詐欺的入信勧誘と献金の説得について、組織的不法行為が認められ

ていながら、政治家が教団の友好・関連団体が催したイベントに出席し、祝電を送るなどの形で接点

を持ち、旧統一協会の活動に「お墨つき」を与える結果を生じさせてきた。 

以上のことから、八王子市議会は、国会及び政府に対し、旧統一協会等による被害の防止・救済を実

現するため、下記のとおり対策を求める。 

 

記 

 

１．反社会的な活動を行う組織と政治家との関係を完全に断ち切ること。 

２．宗教法人法による徹底した調査及び事実に基づき必要な対応を行うこと。 

３．専門家や民間団体と連携し、被害の把握及び被害者救済を行うこと。 

４．いわゆる「宗教二世」の当事者や親族などが継続して相談できるよう措置すること。 

５．学生等が経験・情報不足などにより反社会的な活動に取り込まれることなどがないよう、高等学 

校・大学等教育機関による周知・啓発の実施を支援すること。 

６．反社会的な活動を行う組織を規制する新たな法を必要に応じて整備すること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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